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【東京都心部の自動車交通による環境問題への対応策について】【東京都心部の自動車交通による環境問題への対応策について】【東京都心部の自動車交通による環境問題への対応策について】【東京都心部の自動車交通による環境問題への対応策について】

（要　旨）（要　旨）（要　旨）（要　旨）

1.基本認識基本認識基本認識基本認識

①①①①［［［［PMPMPMPM問題は憂慮すべき事態］問題は憂慮すべき事態］問題は憂慮すべき事態］問題は憂慮すべき事態］

　東京都心部の自動車交通の集中による環境問題は、粒子状物質（PM）に対する規制の導

入が遅れ1、しかも環境基準が長年にわたり未達成であることなどからみても、すでに憂慮

すべき事態にあると認識される。PM の排出源であるディーゼル車対策も含め、何らかの

対策を講じなければならない段階にきていると考えられる。

②②②②［東京都の対策姿勢を評価］［東京都の対策姿勢を評価］［東京都の対策姿勢を評価］［東京都の対策姿勢を評価］

　　　　その意味で東京都が昨年夏以降、4 つの交通対策2を発表し、環境問題の視点から交通政

策の見直しに着手したことは、高く評価したい。東京都が示しているように、首都圏の交

通円滑化を図り、排ガス等による環境悪化を食い止めるためには、ディーゼル車対策、交

通需要マネジメントの導入、交通手段や使用方法の見直し、環状道路等の交通インフラの

整備等いくつかの方策を組合わせた包括的な取組みが必要と考えられる。

③③③③［関係者の反省の好機］［関係者の反省の好機］［関係者の反省の好機］［関係者の反省の好機］

　　　　PM 対策の導入開始の大幅な遅れや、軽油硫黄分の削減対策がはかばかしく進まなかっ

たことなど、従来から自動車環境対策に問題点はいくつかあった。今回、東京都が対策の

方針を発表したことによって、この問題に対する関心が高まったことを行政、産業界が反

省の好機としてとらえ、社会全体で対応を検討すべきである。

④④④④［対策の円滑な実施と高い実効性］［対策の円滑な実施と高い実効性］［対策の円滑な実施と高い実効性］［対策の円滑な実施と高い実効性］

　　　　特に PMの発生源であるディーゼル車対策は喫緊の課題であるだけに、納得的かつ現実

的な措置を伴なった実効性の高い対策とその円滑な実施を強く期待する。

                                               
1 わが国の自動車排ガス規制はガソリン車・LPG車から排出される 3物質（一酸化炭素、炭化水素、窒素酸
　化物）を対象に 1973（昭和 48）年に開始された。翌年からディーゼル車についても規制が開始されたが
　PM（粒子状物質）が対象に加えられたのはその 19年後の 1993（平成 5）年である。その間にディーゼル
　貨物車は増加を続け、結果的に現在 PMの排出規制が課せられているのは全国 632万台のうち 30％に過ぎ
　ず（平成 5年規制車以降）、7割には規制がかかっていない。
2 「ディーゼル車 NO作戦」（1999年 8月発表）、「自動車利用に関する東京ルール」（1999年 8月発表）、「交
　通需要マネジメント（TDM:Transportation Demand Management）東京行動プラン」（2000年 2月発表）、
　「ディーゼル車規制案」（2000年 2月発表）。
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2.対策の重点対策の重点対策の重点対策の重点

　上記の基本認識に立って、対策の立案にあたっては特に以下の点に重点が置かれる必要

がある。

（１）ディーゼル車対策について（１）ディーゼル車対策について（１）ディーゼル車対策について（１）ディーゼル車対策について

①①①①［現行規制車への買い換え］［現行規制車への買い換え］［現行規制車への買い換え］［現行規制車への買い換え］

　すでに購入され使用中の多数かつ多様な状況にあるディーゼル車に新たな規制を導入す

るためには、種々の条件を考慮した対策の選択肢が示されることが重要である。すなわち

ガソリン車等への代替あるいは DPF（ディーゼル微粒子除去装置）の装着を義務付けるだけ

でなく、現行の規制に適合した平成 9・10 年規制車（現行規制車）への買い換えを対応策の

重要な選択肢の一つとすべきである。

　

②②②②［課題の直視］［課題の直視］［課題の直視］［課題の直視］

　対応策としてのガソリン車等への代替あるいは DPF の装着については、代替車は車種

が限られ、DPFも高価格で汎用性・耐久性や供給能力の面で課題が残されているのが現状

である。DPF の後付け装着は、現段階では経済性等の面から基本的には残り使用年数が

長い車両への対応策の一つとみるのが現実的である。これらの課題を直視して対策立案に

あたってはその現実性に充分配慮する必要がある。

③③③③［適切な公的促進策の導入］［適切な公的促進策の導入］［適切な公的促進策の導入］［適切な公的促進策の導入］

　すでに購入され使用中のディーゼル車に対し事後的に規制を行なう場合は、適切な公的

促進策が必要である。それが速やかな対応への支援になるとともに、対策への協力のイン

センティブにもなる。

④④④④［［［［PMPMPMPM未規制車に対策の重点］未規制車に対策の重点］未規制車に対策の重点］未規制車に対策の重点］

　規制にあたっては、まず PM規制が実施されていなかった時期の車両に重点を置くべき

であり、中でも全国の貨物車の 7 割近くを占める平成元年規制以前の車両の PM水準がま

ず現行規制車並に移行すれば、大気中の SPM（浮遊粒子状物質）値の改善は相当程度、図

られるとみられる。

⑤⑤⑤⑤［使用年数への配慮］［使用年数への配慮］［使用年数への配慮］［使用年数への配慮］

　PM値の高いディーゼル車を早急に削減することは大切であるが、一方では平均 10年程

度とされる使用年数にも配慮すべきである。したがってすでに使用年数が 10 年を超えて

いる平成元年規制以前の車両から規制を適用することが適切であり、それ以降の車両につ
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いては想定残余年数によって規制の適用時期が考慮されるべきである。

⑥⑥⑥⑥［現行規制車は対象除外］［現行規制車は対象除外］［現行規制車は対象除外］［現行規制車は対象除外］

　　　　現行の PMの基準に適合している現行規制車は、今回の規制の対象から除外すべきであ

る。ちなみに未規制車に DPF を装着した場合の PM 排出量は現行規制車と同等と推定さ

れている。

⑦⑦⑦⑦［規制［規制［規制［規制前に誘導期間を設定］前に誘導期間を設定］前に誘導期間を設定］前に誘導期間を設定］

　対策の円滑な実施と実効性を高めるために、規制を実施する前に、公的促進策による自

発的対応を誘導する期間を設け、その期間内に使用者の経済能力、供給側の供給能力に見

合ったかたちで対応が円滑に進み、かつ技術開発の成果も取り入れつつ対策の実効性をあ

げることが期待される。その結果として東京都案による規制開始時期の 1年程度の遅れが

見込まれる。

⑧⑧⑧⑧［［［［DPFDPFDPFDPF実用化の促進］実用化の促進］実用化の促進］実用化の促進］

　　　　中長期的にみれば、今後さらに高いレベルの排ガス規制(平成 19 年に予定されている新長

期規制）を実現させるためには、内燃技術、燃料技術、車体改良、後処理技術の融合が必

要だと考えられており、その際 DPF 技術の向上も不可欠である。国と東京都、企業は連

携して DPFの実用化を促進すべきである。

⑨⑨⑨⑨［低公害車の一層の普及促進］［低公害車の一層の普及促進］［低公害車の一層の普及促進］［低公害車の一層の普及促進］

　指定低公害車（4 大指定低公害車：メタノール自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車、天

然ガス＝CNG自動車）および LPG車の普及促進のため、現行の税制優遇措置を拡大し購入

のインセンティブを高めると同時に使用インフラとしての燃料供給施設などの整備を進め

ることが不可欠である。

⑩⑩⑩⑩［軽油硫黄分削減対策の推進］［軽油硫黄分削減対策の推進］［軽油硫黄分削減対策の推進］［軽油硫黄分削減対策の推進］

　PMの排出を減らし、DPFが効果を発揮するためにも、軽油硫黄分の削減はきわめて重

要である。できる限り早急に削減が実現されるように国、東京都、企業が一体となり取組

むべきである。

⑪⑪⑪⑪［排ガス規制の運用強化］［排ガス規制の運用強化］［排ガス規制の運用強化］［排ガス規制の運用強化］排ガス規制の運用は抜本的に強化する必要がある。特に、NOx

（窒素酸化物））や PMを対象としていない現行の定期点検の見直しなど使用過程車への対

応を改めなければならない。
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⑫⑫⑫⑫［東京都が率先垂範］［東京都が率先垂範］［東京都が率先垂範］［東京都が率先垂範］

　　　　規制措置を導入し、ディーゼル車の使用者に負担を強いる以上、まず東京都自身が率先

して、範を示す必要がある。そのため東京都は都バス、清掃車等のディーゼル車対策を早

急に実施して、その成果を広く公開し本対策のキャンペーンに資する。

（（（（2222）関連する重要施策）関連する重要施策）関連する重要施策）関連する重要施策

①①①①［外かん総延長の完成］［外かん総延長の完成］［外かん総延長の完成］［外かん総延長の完成］

　　　　都心部通過車両の削減の観点から重要な施策である 3 環状道路計画では、まず外かん総

延長約 85km を早急に完成すべきである。そのためには関越道と東名高速を結ぶ大泉～瀬田

16km の地下構造化にただちに着手する必要がある。

②②②②［車両流入の標準化］［車両流入の標準化］［車両流入の標準化］［車両流入の標準化］

　　　　有料道路の利用を車種や時間帯に応じて変え、都内混雑・渋滞の原因となっている貨物

車の流入を平準化させることを検討すべきである。例えば東京湾アクアライン、首都高速

道路などの夜間料金設定が検討されるべきである。

③③③③［その他］［その他］［その他］［その他］

　省略

3.具体的措置とスケジュール試案具体的措置とスケジュール試案具体的措置とスケジュール試案具体的措置とスケジュール試案
［具体的措置とスケジュール試案］［具体的措置とスケジュール試案］［具体的措置とスケジュール試案］［具体的措置とスケジュール試案］

年度／対象車 2000
H12

2001
H13

2002
H14

2003
H15

2004
H16

2005
H17

2006
H18

対　応 促進措置
(規制措置)

都使用のディーゼル
車

　対策実施 ・ 都バス:1900台､清掃
車:2400台。CNG車･
LPG車への代替促進､

　DPFの装着促進
A:平成元年以前
規制車
(PM未規制車、使用年
数 10年以上)

買 換
促 進
措置

DPF
促進
措置

･ 早 急 な
買い換え
に重点
･DPF 装
着

・3年間促進
措置(2004年
以降規制)
・1年間のみ
DPF促進

B:平成 2･5年規制車
(主として初期 PM 規
制車、使用年数 10 年
以下)

買 換
促 進
措置

DPF
促進
措置

･ 買 い 換
えに重点

･DPF 装
着

･4 年間促進
措置(2005年
を目途に導
入)
･1 年間のみ
DPF促進

C:平成 6年規制車
(初期 PM 規制車、使
用年数 6年以下)

DPF
促進
措置

買 換
促 進
措置

･ 買 い 換
え

･DPF 装
着に重点

･5年間 DPF
促進
･2 年間のみ
促 進 措 置
(2006年を目
途に導入)

D:平成 9･10年
規制車(現行 PM 規制
車)

･ 規 制 適
用除外

なし(なし)

新長期規制適合車(平
成 19年規制予定車)

前 倒
し 導
入

・自動車工業会発表

　

　
規
制
適
用

　
誘
導
期
間

　
　
　
対
　
策
　
検
　
討
　
期
　
間

対策終了
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【東京都心部の自動車交通による環境問題への対応策について】【東京都心部の自動車交通による環境問題への対応策について】【東京都心部の自動車交通による環境問題への対応策について】【東京都心部の自動車交通による環境問題への対応策について】

1.基本認識基本認識基本認識基本認識

①①①①［［［［PMPMPMPM問題は憂慮すべき事態］問題は憂慮すべき事態］問題は憂慮すべき事態］問題は憂慮すべき事態］

　東京都心部の自動車交通の集中による環境問題は、粒子状物質（PM）に対する規制の導

入が遅れ3、しかも環境基準が長年にわたり未達成であることなどからみても、すでに憂慮

すべき事態にあると認識される。PM の排出源であるディーゼル車対策も含め、何らかの

対策を講じなければならない段階にきていると考えられる。

②②②②［東京都の対策姿勢を評価］［東京都の対策姿勢を評価］［東京都の対策姿勢を評価］［東京都の対策姿勢を評価］

　　　　その意味で東京都が昨年夏以降、4 つの交通対策4を発表し、環境問題の視点から交通政

策の見直しに着手したことは、高く評価したい。東京都が示しているように、首都圏の交

通円滑化を図り、排ガス等による環境悪化を食い止めるためには、ディーゼル車対策、交

通需要マネジメントの導入、交通手段や使用方法の見直し、環状道路等の交通インフラの

整備等いくつかの方策を組合わせた包括的な取組みが必要と考えられる。

③③③③［関係者の反省の好機［関係者の反省の好機［関係者の反省の好機［関係者の反省の好機］］］］

　　　　PM 対策の導入開始の大幅な遅れや、軽油硫黄分の削減対策がはかばかしく進まなかっ

たことなど、従来から自動車環境対策に問題点はいくつかあった。今回、東京都が対策の

方針を発表したことによって、この問題に対する関心が高まったことを行政、産業界が反

省の好機としてとらえ、社会全体で対応を検討すべきである。

④④④④［対策の円滑な実施と高い実効性］［対策の円滑な実施と高い実効性］［対策の円滑な実施と高い実効性］［対策の円滑な実施と高い実効性］

　　　　特に PMの発生源であるディーゼル車対策は喫緊の課題であるだけに、納得的かつ現実

的な措置を伴なった実効性の高い対策とその円滑な実施を強く期待する。

                                               
3 わが国の自動車排ガス規制はガソリン車・LPG車から排出される 3物質（一酸化炭素、炭化水素、窒素酸
　化物）を対象に 1973（昭和 48）年に開始された。翌年からディーゼル車についても規制が開始されたが
　PM（粒子状物質）が対象に加えられたのはその 19年後の 1993（平成 5）年である。その間にディーゼル
　貨物車は増加を続け、結果的に現在 PMの排出規制が課せられているのは全国 632万台のうち 30％に過ぎ
　ず（平成 5年規制車以降）、7割には規制がかかっていない。
4 「ディーゼル車 NO作戦」（1999年 8月発表）、「自動車利用に関する東京ルール」（1999年 8月発表）、「交
　通需要マネジメント（TDM:Transportation Demand Management）東京行動プラン」（2000年 2月発表）、
　「ディーゼル車規制案」（2000年 2月発表）。
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2.ディーゼル車対策についてディーゼル車対策についてディーゼル車対策についてディーゼル車対策について

　

　東京都が提示しているディーゼル車規制案の要点およびスケジュールは、次のとおりで

ある。

［東京都のディーゼル車規制案］［東京都のディーゼル車規制案］［東京都のディーゼル車規制案］［東京都のディーゼル車規制案］（→資料 4 参照）

　　　［規制の内容］　　　［規制の内容］　　　［規制の内容］　　　［規制の内容］1.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ微粒子除去装置(DPF)未装着のﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車は都内を運行できない

　　　　　　　　　　　　2.都内登録のﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車は、 DPFを装着しなければならない

　　　［規制対象車両］　　　　［規制対象車両］　　　　［規制対象車両］　　　　［規制対象車両］　都内を運行するすべてのﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車

　　　　　　　　　　　　　　　　→都内ﾅﾝﾊﾞｰ車:約65万台（貨物車･ﾊﾞｽ等46万台、乗用車19万台）

　　　　　　　　　　　　　　　　→都外ﾅﾝﾊﾞｰ車:都内を運行する他府県登録車1日当たり約24万台

　　　［規制ｽｹｼﾞｭｰﾙ］　　　　［規制ｽｹｼﾞｭｰﾙ］　　　　［規制ｽｹｼﾞｭｰﾙ］　　　　［規制ｽｹｼﾞｭｰﾙ］　平成13年4月予定の条例施行後、2年間程度の準備期間を設けたうえ、15年4月よ

　　　　　　　　　　　　　　　り古い排ｶﾞｽ規制の車から段階的に開始する。

（（（（1111）東京都の規制案についての見解）東京都の規制案についての見解）東京都の規制案についての見解）東京都の規制案についての見解

①①①①ガソリン車等への代替あるいは DPF（ディーゼル微粒子除去装置）の装着を義務付けるデ

ィーゼル車規制案は、DPFの実用度、ガソリン車の車種が限られていること、規制の導入

時期等からみて、実行可能性について充分な検討を要する。DPFの後付け装着は、現段階

では経済性等の面から基本的には残り使用年数が長い車両の対応策のひとつとしての補助

的措置ととらえるべきである。

　

②②②②PM問題に対処していくためには、市民、事業者が積極的に対策に協力することが必要

［東京都のスケジュール案　［東京都のスケジュール案　［東京都のスケジュール案　［東京都のスケジュール案　→は標準的な新車登録時期］］］］
年度 2000

H12
2001
H13

2002
H14

2003
H15

2004
H16

2005
H17

2006
H18

東京都公害防止条例
改正スケジュール

条例改
正

条例施
行 4月

規制開
始 4月

89年(平成元年)規制以前の車両
→95年(平成 7年)9月頃までに初度登
　録
94年(平成 6年)規制車
→95年(平成 7年) 10月頃から 99年
　(平成 11)9月頃までに初度登録
現行規制車･条例施行前登録車
→99年(平成 11年)10月頃から条例施
　行前までに初度登録
現行規制車･条例施行後登録車
→条例施行後に初度登録

＊ 条例の施行前に初度登録（新車登録）した平成 6年規制車・現行規制車については、初度登録から 5年を経過
　するまでは規制を適用しない。したがって、すべてのディーゼル車に適用されるのは平成 18(2006)年 4月から
　となる。

準
備
期
間

規
制
適
用
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である。それは、時には従来の利便性が損なわれたり、新たな負担が生じたりすることを

容認することを意味する。そのためには規制の方針のみならず、公的促進措置（国、自治

体の負担等）やインフラの整備計画等を明かにし、取組みへの社会的コンセンサスを形成し

なければならない。そして交通手段やライフスタイルの変更を促進するためのインセンテ

ィブや規制の条件が、適切な選択肢として示される必要がある。

③③③③車両数の過半を占め、かつ規制の対象となるのが最も早い平成元年以前規制車について

は、使用者の経済的対応能力、供給側の物理的対応能力からみて規制だけによって一挙に

対応することは難しい。したがって規制開始時期を 1年程度遅らせ、税制優遇措置、特別

融資措置等が認められる誘導期間内に、自発的に対応する余地を設けることが必要でであ

る。

　　

④④④④規制は PM対策の未規制車（平成 2 年規制以前）から始め、かつ 10年程度と考えられる

使用年数も考慮して提案されるべきである。国が定めた現行 PM基準に適合する現行規制

車を規制の対象とするのは適当ではない。ちなみに PM 未規制車に DPF を装着した場合

の水準は現行規制車並であるとされている。

（（（（2）ディーゼル車問題への提案）ディーゼル車問題への提案）ディーゼル車問題への提案）ディーゼル車問題への提案　　　　－納得性と実効性の高い対策立案－－納得性と実効性の高い対策立案－－納得性と実効性の高い対策立案－－納得性と実効性の高い対策立案－

　ガソリン車等への代替あるいは DPFの装着等の義務付けだけではなく、現行規制車等

への買い換えを選択肢に加えるべきである。その理由は以下のとおりである。

①①①①現在の SPM（浮遊粒子状物質）環境基準の達成状況の低さからみて PMの排出規制値は、

現行規制車に適合されている 0.25g/kwh を当面の基準とすべきである。

②②②②中小型貨物車については代替を、ガソリン車等代替車両のない大型貨物車については

DPFの装着を義務付けるのが東京都の方針である。しかし現在のところ中小型貨物車でも、

代替車が充分にあるのは 1.5t 車までで、多く使われている 2～4t 車には該当するガソリン

車がほとんどない5。またガソリン車への代替はＣＯ2 排出の増加につながる懸念もある。

③③③③DPFはいまのところ量産体制になく、供給能力そのものが不確定である。価格も 2t 車

クラスでおよそ 60 万円（月産 200 台程度の場合）、大型車･バスの場合 100 万円～300 万円と

いわれており、利用者にとって車両価格に比べ非常に大きな負担となる。また、汎用性・

                                               
5 PMをほとんど排出せず NOｘの排出量もディーゼル車の 3割～1割程度しかない LPG（LPガス）車、CNG
　（圧縮天然ガス）車も代替の選択肢である。しかし現状では、価格面（ディーゼル車のそれぞれ 1.1倍～1.
　5倍）、燃料供給スタンドの少なさ（それぞれ都内 105ヶ所、19ヶ所）、1回の充填による走行距離の短さ
　などの点から、現状のままでは急速な利用拡大は難しいと見られている。
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耐久性等性能面での課題も指摘されている。

④④④④輸入 DPF の活用も考えられるが、わが国の現在の軽油硫黄分の高さでは適用が困難で

ある。そのため今後は一層の削減対策が必要である。

⑤⑤⑤⑤これらの点から総合的にみて、少なくても現段階では東京都案にあるように条例施行後

2 年で PM未規制車全体に DPF装着義務付けを実施できる状況ではないと考えられる。

⑥⑥⑥⑥もっとも円滑な対策は、全国の貨物車の 7 割近くを占め、かつ使用年数が 10 年を超え

る平成元年規制以前の車両を現行規制車（平成 9・10 年規制車）等に、買い換えによってい

ち早く移行させることである。これらの買い換えが浸透すれば相当程度の環境改善が図

られるとみられる。古い車両からの買い換えを基本として、まずはその進捗を加速するこ

とが重要である。

（（（（3）具体的措置とスケジュール試案）具体的措置とスケジュール試案）具体的措置とスケジュール試案）具体的措置とスケジュール試案

　　　　具体的には、ディーゼル車の規制年度別普及割合（貨物車・全国ベース）をもとに、一般

的使用年数を 10 年として、残り使用年数から 4 つのグループに分け具体的な措置を考え

る（資料 5 参照）。

［ディーゼル車の規制年度別普及割合　［ディーゼル車の規制年度別普及割合　［ディーゼル車の規制年度別普及割合　［ディーゼル車の規制年度別普及割合　－規制年別の残り使用年数とそのシェア－－規制年別の残り使用年数とそのシェア－－規制年別の残り使用年数とそのシェア－－規制年別の残り使用年数とそのシェア－］］］］

（平成 11年 3月末現在　軽油を燃料とする貨物車･全国、運輸省自動車交通局資料から作成）

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 含まれる規制車 想定される
新車登録時期

2000 年時点
での

使用年数

想定され
る残り
使用年数

普及
台数
(千
台)

ｼｪｱ
(全
国、
％)

A：平成元年
　　規制前

昭和54年前規制車
昭和 54 年規制車
昭和 58 年規制車
昭和 63 年規制車
平成元年規制車

1979 年以前
1979 年～
1983 年～
1988 年～
1989 年～1990 年まで

21 年以上
21 年

11年～10 年

　　0 年～
　　数年

4,345 68.7

B：平成 2･5 年
　　規制

平成 2 年規制車
平成 5 年規制車

1990 年～1993 年まで
1993 年～1994 年まで

10～7 年
7～6 年

0～3 年
3～4 年

594 9.4

C：平成 6 年
　　規制

平成 6 年規制車 1994 年～1997 年まで 6～3 年 4～7 年 1,271 20.1

D：平成 9･10 年
　規制

平成 9 年規制車
平成 10 年規制車

1997 年～1998 年まで
1998 年～

3 年～2 年
2 年～0 年

7 年～8 年
8年～10年

114 1.8

①①①①買い換え促進による規制適合車普及割合の増加買い換え促進による規制適合車普及割合の増加買い換え促進による規制適合車普及割合の増加買い換え促進による規制適合車普及割合の増加

　・平成元年以前規制車（前表 A：全国･貨物車シェア 68.7％）は、すでに一般的使用年数（10

　　年）を越え買い換え時期を迎えていると思われる。これらの車両は買い換えの促進を優

　　先し、DPF装着は補助的措置すべきである。ただし、平年の新車販売台数に比べ少な
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　　くとも年間数倍の規模の入れ替えとなるため、短期間での移行は難しいと考えられる

　　ので 3 年間は税制優遇措置を設け買い換え促進の誘導期間とする。平成 16（2004）年

　　を目途に規制の対象とする。

　・使用年数が 10 年に満たない車両は、残余使用年数によって対応が異なると考えられる。

　　DPF装着か新車の購入か、可能な負担コストにより合理的に対処できるようにすべき

　　である。

　・平成 2･5 年規制車（前表 B：残り使用年数 3～4 年と想定、全国･貨物車シェア 9.4％）は税

　　制優遇措置を設けおもに買い換えを促し、DPF 装着は従とすべきである。なお残る

　　車両にについては平成 17（2005）年を目途に規制の対象とする。

　・平成 6 年規制車（前表 C：残り使用年数 4～7 年と想定、全国･貨物車シェア 20.1％）は、使

　　用年数からみて特別融資措置を設けおもに DPF 装着を促し、優遇措置による買い換

　　えは従とすべきである。なお残る車両にについては平成 18（2006）年を目途に規制の

　　対象とする。

　・現行規制車（前表 D：残り使用年数 7～10 年と想定、平成 9･10 年規制車、全国･貨物車シェ

　　ア 1.8％）は、ディーゼル車規制対象から除く。

　・促進措置の例としては、自動車取得税の減免、低利融資などが考えられる。財政のプ

　　ライオリティの見直しも必要であろう。

［具体的措置とスケジュール試案］［具体的措置とスケジュール試案］［具体的措置とスケジュール試案］［具体的措置とスケジュール試案］
年度／対象車 2000

H12
2001
H13

2002
H14

2003
H15

2004
H16

2005
H17

2006
H18

対　応 促進措置
(規制措置)

都使用のディーゼル
車

　対策実施 ・ 都バス:1900台､清掃
車:2400台。CNG車･
LPG車への代替促進､

　DPFの装着促進
A:平成元年以前
規制車
(PM未規制車、使用年
数 10年以上)

買 換
促 進
措置

DPF
促進
措置

･ 早 急 な
買い換え
に重点
･DPF 装
着

・3年間促進
措置(2004年
以降規制)
・1年間のみ
DPF促進

B:平成 2･5年規制車
(主として初期 PM 規
制車、使用年数 10 年
以下)

買 換
促 進
措置

DPF
促進
措置

･ 買 い 換
えに重点

･DPF 装
着

･4 年間促進
措置(2005年
を目途に導
入)
･1 年間のみ
DPF促進

C:平成 6年規制車
(初期 PM 規制車、使
用年数 6年以下)

DPF
促進
措置

買 換
促 進
措置

･ 買 い 換
え

･DPF 装
着に重点

･5年間 DPF
促進
･2 年間のみ
促 進 措 置
(2006年を目
途に導入)

D:平成 9･10年
規制車(現行 PM 規制
車)

･ 規 制 適
用除外

なし(なし)

新長期規制適合車(平
成 19年規制予定車)

前 倒
し 導
入

・自動車工業会発表

　

　
規
制
適
用

　
誘
導
期
間

　
　
　
対
　
策
　
検
　
討
　
期
　
間

対策終了
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②東京都使用のディーゼル車対策の早急な実施②東京都使用のディーゼル車対策の早急な実施②東京都使用のディーゼル車対策の早急な実施②東京都使用のディーゼル車対策の早急な実施

　緊急対策として規制措置を導入し、ディーゼル車の利用者に負担を強いる以上、まず東

京都自身が率先して自動車公害対策を実践し、範を示す必要がある。東京都は都バス、清

掃車等使用しているディーゼル車の低公害車化を早急に実施すべきである。現在東京都が

使用している都バス（約 1,900 台）、清掃車（約 2,400 台）の低公害車の比率はおよそ 6～7％

と非常に低く（それぞれ約 110 台と約 190 台が LPG 車、CNG 車等）、また今後の改善計画も緩慢

である（清掃車は 2001～2005 年度の間に 100％低公害車化、都バスはディーゼル車規制の具体化

に合わせ低公害車の導入と DPF の装着を進める予定）。むしろ規制開始に先んじて（例えば東京

都案の規制開始予定の 2003 年までに）東京都が使用しているすべてのディーゼル車の低公害

車化を実現して、本対策のキャンペーンに資するべきである。

③③③③DPFDPFDPFDPF実用化の促進実用化の促進実用化の促進実用化の促進

　東京都がディーゼル車規制案を発表して以降、数社が DPF 開発への本格的参入や新た

な計画を発表しているが、総じて言えば、現段階では実用化のレベルとして充分な技術水

準、供給体制に達しているとは言い難く、広く装着を義務付けることは難しい。しかし中

長期的にみれば、今後さらに高いレベルの排ガス規制を実現させるためには(平成 19年に予

定されている新長期規制の達成等）、内燃技術、燃料技術、車体改良、後処理技術の融合が必

要だと考えられており、その際 DPF 技術の向上も不可欠である。国と東京都、企業は一

体となって DPFの実用化を促進すべきである。

　

④軽油④軽油④軽油④軽油硫黄分の削減硫黄分の削減硫黄分の削減硫黄分の削減

　PM の削減および DPF が効果を発揮するために必要とされる軽油硫黄分の削減につい

ては、本年 3 月に石油連盟が、自動車工業会の新長期規制の前倒し実施（2007 年の当初予

定を 2 年程度前倒し）にあわせて低硫黄化された軽油を供給することに積極的に対応すると

発表した。脱硫装置の設置等には数千億円規模の投資が必要と見られているが、すでに実

用化されている輸入 DPFを活用するためには軽油硫黄分の削減が前提となることもあり、

その着実な実行を望む6。

⑤⑤⑤⑤指定低公害車普及促進のための税制優遇措置拡大とインフラの整備指定低公害車普及促進のための税制優遇措置拡大とインフラの整備指定低公害車普及促進のための税制優遇措置拡大とインフラの整備指定低公害車普及促進のための税制優遇措置拡大とインフラの整備

　わが国の低公害車（4大指定低公害車：メタノール自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車、

圧縮天然ガス＝CNG自動車）普及状況は平成 9年度末 9,132台で総車両台数のわずか 0.01％

ときわめて低い。現在設けられている自動車取得税の特例措置だけでは充分とは言えない

ことは明白である。

                                               
6 現在、わが国の軽油硫黄分の法規制は 500ppmであり、実際に市場で販売されている軽油の平均は 350ppm
　程度とみられている。EUでは 2005年に 50ppmへの引下げが決定されている。
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　CO2対策も含めた環境対策全体から見ると、PM、NOｘ対策を眼目としたディーゼル車

規制だけではなく、低公害車の利用を同時並行的に浸透させることも重要である。ディー

ゼル車への移行に比べインセンティブを高めることも必要である。

　低公害車普及のためには、購入のインセンティブだけでなく使用インフラとしての施設

の整備が不可欠である。低公害車の燃料等供給設備に対しては、固定資産税の課税標準の

特例、特別土地保有税の非課税など措置がとられているが、今後、低公害車を飛躍的に普

及させるためには、対応をあらためて検討する必要がある。税制優遇措置の拡大のみなら

ず、公的な特別融資制度の活用等も含めた検討を進めるべきである。

　また低公害車には含まれていないが、LPG（LP ガス）車はタクシーとして使われてきた

ことから都内に 105ヶ所の燃料供給スタンドがある。CNG（圧縮天然ガス）車（同 19 ヶ所）

など他の低公害車に比べれば比較的多く、ディーゼル車の代替車両として利用可能性が高

い。ただし利用車種が限られているため、ある程度需要が増えたとしても市場原理で施設

整備が進むとは考えにくい。さらに代替を促進するためには、スタンド拡充に向けた税制

優遇措置等の政策的措置が必要だと考えられる。

⑥⑥⑥⑥運輸事業助成交付金を活用した低公害車の利用促進策の復活運輸事業助成交付金を活用した低公害車の利用促進策の復活運輸事業助成交付金を活用した低公害車の利用促進策の復活運輸事業助成交付金を活用した低公害車の利用促進策の復活・大幅な拡大・大幅な拡大・大幅な拡大・大幅な拡大

　平成 2 年に創設された東京都の導入補助制度（低公害車導入促進補助金）では、平成 11

年度以降、新規導入に対する補助が打ち切られている。地方自治体の逼迫した財政状況を

考えるならば、国と連動した運送事業者の対応促進措置を再度検討すべきである。

　

⑦定期⑦定期⑦定期⑦定期点検の強化点検の強化点検の強化点検の強化

　排ガス規制の問題点のひとつが使用過程車を対象とした検査がほとんど行なわれていな

いことである。車検ではガソリン車の場合炭化水素と一酸化炭素が、ディーゼル車で黒煙

が簡易的な検査を受けているにすぎない。いずれも問題とされている PM、NOｘについて

の検査は行なわれていない。使用過程車への排ガス規制対策を強化する必要がある。

3. 関連する重要施策関連する重要施策関連する重要施策関連する重要施策

①①①①都心部通過車両削減都心部通過車両削減都心部通過車両削減都心部通過車両削減のためのためのためのための環状道路の環状道路の環状道路の環状道路の早期実現の早期実現の早期実現の早期実現

　都心部通過車両の削減の観点から重要な施策である 3 環状道路計画では、先ず外かん総

延長約 85km を早急に完成すべきである。昭和 41 年の都市計画決定からすでに 34 年が経過

しているが、関越道と東名高速を結ぶ大泉～瀬田 16km の地下構造化の実施（概算事業費 1

兆 6 千億円：建設省関東地方建設局道路部）により、残り神奈川県・千葉県部分の着工のトリ

ガーとすべきである。そのためには土地収用法の見直しも必要である。
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②②②②交通流の円滑化対策の推進交通流の円滑化対策の推進交通流の円滑化対策の推進交通流の円滑化対策の推進

有料道路の利用を車種や時間帯に応じて変えることも対策のひとつである。とりわけ都内

混雑・渋滞の原因となっている貨物車の流入を平準化させることを検討しなければならな

い。例えば東京湾アクアラインや首都高速道路などの夜間料金設定が検討されるべきであ

る。

③③③③共同配送による輸送効率の向上共同配送による輸送効率の向上共同配送による輸送効率の向上共同配送による輸送効率の向上

　都心部の渋滞の一因となっている路上駐車を無くすためには、配送・積み下し作業等の

見直しによる輸送効率の向上も欠かせない。都心部大型ビルへの「協同組合方式輸送」（例：

「新宿摩天楼共同組合」）の拡大などを進めるためには荷受け側も共同配送に適した業務体

制を取り入れる必要がある。

④④④④ロードプライシングおよびパーク＆ライドについてロードプライシングおよびパーク＆ライドについてロードプライシングおよびパーク＆ライドについてロードプライシングおよびパーク＆ライドについて

　都市圏の交通円滑化を図り、排ガスによる環境悪化をくいとめるためには、道路整備、

車種規制に加えて交通需要マネジメント（TDM）の考え方に基づいた取組みを基本とすべ

きである。

　しかし東京都心部での流入制限には、実現性、政策効果の面で課題も指摘されており、

導入にあたりさらに実証的な検討が必要である。シンガポールなどの実施例に比べて、広

域でのコードンライン設定（山手線内側等）が想定されているが、業務地域など極限られた

面積で実施される場合に比べ円滑な実施が難しいと考えられる。

　　　　　　　　　　　　[[[[ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのｹｰｽｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのｹｰｽｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのｹｰｽｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙのｹｰｽ]]]]対象地域:都心業務地域,725ha(千代田区の 65％の面積)､対象車両:緊急車

　　　　　　両､ｺﾞﾐ収集車､身体障害者の車両を除くすべての車両､自家用車･営業車の区別なし､

　　　　　　料金授受の方法:入域許可証の購入(乗用車･ﾀｸｼｰ：1 日 3 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ=約 210 円､月 60

　　　　　　ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ=約 4,200 円、社用車:6 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ=約 420 円、月 120 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ=約

　　　　　　8,400 円)

　また、都心部でも工業や商業、宅配便等に関連した物流業務が行なわれており、そうし

た活動への影響を考えれば営業車両の走行への対応は一般車両と区別することも必要であ

る。料金収受方法として想定されている ETC（自動料金収受システム）の導入に必要な多額

の投資についてもどのように対処するか明確にしなければならない。

　交通行動の変更や受入れ可能な料金負担について意見聴取を行ない、社会的合意形成を

図ったうえで実施計画を策定すべきである。

　　　［［［［想定される主な課題］想定される主な課題］想定される主な課題］想定される主な課題］

　　　　　・ｺｰﾄﾞﾝ（規制線）の設定

　　　　　　　　　→　対象地域内での業務に伴なう物流への対応

　　　　　　　　　→　ゲートの設置（一般道での対応）
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　　　　　　　　　→　規制地域周辺での迂回車両の増加等

　　　　　　　　　→　駐車場の設置

　　　　　・料金の徴収

　　　　　　　　　→　ゲートの設置経費（1 ｹﾞｰﾄあたり約 1 億円前後）

　　　　　　　　　→　ETC（自動料金収受システム）の経費

　　　　　　　　　→　車載器の普及（想定単価 4 万円前後）等

⑤エネルギー税制のあり方について⑤エネルギー税制のあり方について⑤エネルギー税制のあり方について⑤エネルギー税制のあり方について

　　貨物車としてディーゼル車が多く選択されてきた要因のひとつは、ガソリン車に比べ

　力が優ることであるが、もうひとつは燃料価格の格差による経済性の違いである。差額

　のほとんどが軽油とガソリンの税額の差によるものであり、戦後長年にわたって続けら

　れてきた軽油優遇税制も検討すべき課題のひとつである。
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（参考）当委員会の環境問題に対する基本的な考え方（参考）当委員会の環境問題に対する基本的な考え方（参考）当委員会の環境問題に対する基本的な考え方（参考）当委員会の環境問題に対する基本的な考え方

1.1.1.1.検討の経緯検討の経緯検討の経緯検討の経緯 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①①①①経済同友会では 1990年の地球環境委員会発足以来、さまざまな角度から環境・資源エ

　ネルギー問題について検討を重ね、これまでに 8回提言を発表してきた。これまでの検

　討テーマは、地球温暖化問題（1991、1997、1999年）、地球環境問題における日本の役割

　（1993、1996年）、中長期エネルギー問題（1993年）、廃棄物抑制とリサイクル問題（1994

　年）、環境教育問題（1995年）である。

②②②②しかし近年、環境問題をめぐる状況は急速に変化しつつあり、問題の広がりと深刻さは

　ますます増大している。その結果国内では、環境問題に対する企業の姿勢や情報公開へ

　の関心が増すとともに、環境規制の強化が進められている。「容器包装リサイクル法」や

　「家電リサイクル法」の施行、さらには「循環型社会形成推進基本法」の成立など、循

　環型社会の構築に向けた制度的枠組みが整備されつつある。

　　またグローバルな取組みとして、1997年 12月に開催された COP3（気候変動枠組み

　条約第 3回締約国会議）では CO2等温室効果ガスの 6%削減（2008年から 2012年までの平

　均で 1990年に比べ）が取り決められ、国際的公約としての責任が課せられている問題で

　もある。

③③③③こうした状況を踏まえるならばこれまでの検討の成果を踏まえつつ、環境対策の課題に

　ついて具体的な検討と個別政策の検証を行ない、その成果を実行に移すべき時期にきて

　いると考えられる。

2.2.2.2.環境配慮型市場経済の環境配慮型市場経済の環境配慮型市場経済の環境配慮型市場経済の 8888 原則原則原則原則

　環境問題はいくつかの基本的な問題特性を含んでいる。検討の前提として原則的な考え

方を確認することが必要であり、次のような 8原則を検討中である。

①①①①［不確実性の容認］［不確実性の容認］［不確実性の容認］［不確実性の容認］

　　　　環境問題は中長期的な課題であり世代を越えた対応が求められるため、現段階で事実確

認やコンセンサスづくりを完全に行なおうとすると対応が手遅れに可能性がある。したが

って対策はある程度の不確実性を容認して着手されなければならない。
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②②②②［実行に重点］［実行に重点］［実行に重点］［実行に重点］

　　　　個々の環境対策は必ず他の経済・社会活動と係っており、その相互作用、費用対効果も

含めて総合的な見地から判断する必要がある。したがって環境対策において常にベストの

策に固執することは非現実的であり、たとえセカンドベストの策であっても実行に重点を

置くべきである。

③③③③［地球的規模の広がり］［地球的規模の広がり］［地球的規模の広がり］［地球的規模の広がり］

　　　　環境対策はまず身近なところから始めるべきであるが、本質的に地球規模的広がりを有

しているため、一国だけが対処しても解決は困難であり、積極的な国際協力や先進国とし

ての日本の貢献が不可欠である。

④④④④［多面的アプローチ］［多面的アプローチ］［多面的アプローチ］［多面的アプローチ］

　　　　環境問題の解決にあたっては、多面的アプローチが必要である。国民のライフスタイル

や企業活動といった社会の根底にある行動様式を転換させることが前提であるが、一方で

は予防的または対処的な技術開発の推進が必要であり、他方では必要最低限のルールとし

ての社会的規制の強化も避けられない。

⑤⑤⑤⑤［受益者全体によるコスト負担］［受益者全体によるコスト負担］［受益者全体によるコスト負担］［受益者全体によるコスト負担］

　　　　環境対策のコストは、財政を通じて税で負担するか、または市場を通じて価格に転嫁さ

れるかのいずれかの方法によって、良い環境の受益者全体が負担すべきでものである。

⑥⑥⑥⑥［インセンティブの付与］［インセンティブの付与］［インセンティブの付与］［インセンティブの付与］

　　　　環境対策を早急に実施せざるをえない場合は、特定の者に偏って過度の負担をかける可

能性が生じる。その場合は税制、融資などのインセンティブの付与や支援措置が一定期間

に限って考慮されるべきである。また環境対策について供給側に対し、一定の共同行為を

認めることも検討すべきである。

⑦⑦⑦⑦［パブリック［パブリック［パブリック［パブリック・インボルブメント］・インボルブメント］・インボルブメント］・インボルブメント］

　　　　環境対策の担い手を、これまでのように行政や企業を重点にとらえるのではなく、NPO

等も含め広くとらえる必要がある。環境政策の実効性が広く市民の理解と実践にかかって

いることを考えるならば、政策検討・決定のプロセスへの参加などパブリック・インボル

ブメントが不可欠である。またその対策決定プロセスや成果は広く公表されるべきである。

⑧⑧⑧⑧［環境制約と経済成長］［環境制約と経済成長］［環境制約と経済成長］［環境制約と経済成長］

　　　　さらに考慮に入れなければならない根本的な問題点として、環境制約と経済成長の問題
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があるが、これまでこのための具体的な提案は何ら打ち出されていない。例えば代表的な

メルクマールである経済成長率に環境負荷要因を組み入れることから始め、最終的には経

済発展の量的成長と生活の質的豊かさの向上、環境負荷の減少とを三次元でとらえた国家

の発展概念を明示的に組み立てる必要がある。
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（資料（資料（資料（資料 1111）東京都の大気汚染の状況とその影響）東京都の大気汚染の状況とその影響）東京都の大気汚染の状況とその影響）東京都の大気汚染の状況とその影響①①①①

［NO2：年平均値　(ppm)：
東京都環境保全局自動車公害対策課］
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［SPM：年平均値　(mg/m3)
東京都環境保全局自動車公害対策課］
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［NO2環境基準達成状況：首都圏特定地域］
（環境庁大気保全局自動車対策二課）
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58 57 58 59 58

27
26

16

23

30

0

10

20

30

40

50

60

［NO2環境基準達成状況：大阪･兵庫圏特定地域］
（環境庁大気保全局自動車環境対策二課）

［測定地区の達成比率］　・平成10年27.4%と低く、しかも4年間減少傾向

　　　　　　　　　　　　　　　　　・大阪府・兵庫圏のNOx法特定地域と比べてもかなり低い
［浮遊粒子状物質の環境基準未達成地域］

　・47測定局中40が未達成（85.1％）
［環境基準の達成状況：NO2、SPMの環境濃度］

・ともに、ここ10年以上おおむね横ばい。環境基準は達成されていない。

・達成の目安　NO2：0.03PPM、SPM：0.035mg/ｍ3
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（資料（資料（資料（資料 2222）東京都の大気汚染の状況とその影響）東京都の大気汚染の状況とその影響）東京都の大気汚染の状況とその影響）東京都の大気汚染の状況とその影響②②②②

［都内のNOｘの排出割合　平成7年度］
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［一般道路の交通渋滞発生状況：平日平均km（警視庁）］
［Nox、SPMの主な発生源］

　・Nox：66％が自動車から（44％がﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車）
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東京都衛生局 ） ]
［都内の大気汚染による健康被害認定］

　・患者数の増加（東京都衛生局）

　　→　10年間（1988→1998年）で19.7％増加、
　［交通渋滞による経済損失］

　　・年間4兆9千億円

　　　（建設省平成6年道路交通ｾﾝｻｽより

　　　　東京都試算）
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（資料（資料（資料（資料 3333）排ガス規制値の推移）排ガス規制値の推移）排ガス規制値の推移）排ガス規制値の推移

　　　　　　　　　重量車の粒子状物質重量車の粒子状物質重量車の粒子状物質重量車の粒子状物質(PM)(PM)(PM)(PM)排出規制値の推移排出規制値の推移排出規制値の推移排出規制値の推移（平成 12版東京都環境白書）

　0.30　規制値（g/kWh）

　　　　　　　　　日本　0.25

　0.25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.18

　0.20

　　　　　EU　0.15

　0.15　　　　　　　　　　　　　　　　アメリカ　0.134

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.10

　0.10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.09

　0.05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.02

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　0

年　　1998　　1999　　2000　　2002　　2003　　2004　　2005　　2006　　2007　　2008　　2009　　2010

　　　　　　　　　重量車の窒素酸化物重量車の窒素酸化物重量車の窒素酸化物重量車の窒素酸化物((((NOx)NOx)NOx)NOx)排出規制値の推移排出規制値の推移排出規制値の推移排出規制値の推移（平成 12版東京都環境白書）

　8　　規制値（g/kWh）

　　　　EU　7.0

　7

6 

　　　　　　　　　　　　　　アメリカ　5.364

　5　　日本　4.5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.0

　　　

　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.38

　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.682

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.0

　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.69
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（資料（資料（資料（資料 4444）東京都のディーゼル車規制案）東京都のディーゼル車規制案）東京都のディーゼル車規制案）東京都のディーゼル車規制案

89年
→95
　録
94年
→95
　(平
現行
→99
　行
現行
→条

＊ 条
　す
［目　的］　　　　［目　的］　　　　［目　的］　　　　［目　的］　　　　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車から排出されるNO2（二酸化窒素）、SPM（浮遊粒子状物質）の早期削減

［規制の内容］　　　［規制の内容］　　　［規制の内容］　　　［規制の内容］　　　1.ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ微粒子除去装置(DPF)未装着のﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車は都内を運行できない

　　　　　　　　　　　　2.都内登録のﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車は、 DPFを装着しなければならない

［規制対象車両］　［規制対象車両］　［規制対象車両］　［規制対象車両］　都内を運行するすべてのﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車

　　　　　　　　　　　　　→都内ﾅﾝﾊﾞｰ車:約65万台（貨物車･ﾊﾞｽ等46万台、乗用車19万台）

　　　　　　　　　　　　　→都外ﾅﾝﾊﾞｰ車:都内を運行する他府県登録車1日当たり約24万台

［想定される都民･事業者の対応］［想定される都民･事業者の対応］［想定される都民･事業者の対応］［想定される都民･事業者の対応］

　　　　・大型貨物車･ﾊﾞｽ等:買替え可能なｶﾞｿﾘﾝ車の車種がほとんどないため、 DPFを装着し

　　　　　なければならなくなる

　　　　・小型貨物車:ｶﾞｿﾘﾝ車等に買替えるか、またはDPFを装着しなければならなくなる

　　　　　　　・乗用車: DPFを装着するものを除き、ｶﾞｿﾘﾝ車等に買替えなければならなくなる

［規制ｽｹｼﾞｭｰﾙ］　［規制ｽｹｼﾞｭｰﾙ］　［規制ｽｹｼﾞｭｰﾙ］　［規制ｽｹｼﾞｭｰﾙ］　平成13年4月予定の条例施行後、2年間程度の準備期間を設けたうえ、15年4月

　　　　　　　　　　　　より古い排ｶﾞｽ規制の車から段階的に開始する。

［補足］　　　　　　　［補足］　　　　　　　［補足］　　　　　　　［補足］　　　　　　　・自動車販売業者には、ﾕｰｻﾞｰがﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車を購入しようとするとき、都のﾃﾞｨｰｾﾞ

　　　　　　　　　　　　　ﾙ車規制の内容を説明する義務を課す

・ 規制の実効性を確保するため、　DPF未装着車等に対する制裁措置について

　も検討する

［スケジュール案　［スケジュール案　［スケジュール案　［スケジュール案　→は標準的な新車登録時期］］］］
22

年度 2000
H12

2001
H13

2002
H14

2003
H15

2004
H16

2005
H17

2006
H18

東京都公害防止条例
改正スケジュール

条例改
正

条例施
行 4月

規制開
始 4月

(平成元年)規制以前の車両
年(平成 7年)9月頃までに初度登

(平成 6年)規制車
年(平成 7年) 10月頃から 99年
成 11)9月頃までに初度登録
規制車･条例施行前登録車
年(平成 11年)10月頃から条例施
前までに初度登録
規制車･条例施行後登録車
例施行後に初度登録

例の施行前に初度登録（新車登録）した平成 6年規制車・現行規制車については、初度登録から 5年を経過
るまでは規制を適用しない。したがって、すべてのディーゼル車に適用されるのは平成 18年 4月からとなる。

準
備
期
間

規
制
適
用
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資料資料資料資料 5555［ディーゼル車の規制年度別普及割合］［ディーゼル車の規制年度別普及割合］［ディーゼル車の規制年度別普及割合］［ディーゼル車の規制年度別普及割合］

（運輸省自動車交通局資料から作成　平成 11年 3月末現在、全国）

2･5年規制
9.4% 元年規制前

68.7%

6年規制
20.1%

9・10年規制
1.8%

［規制適合車普及割合（軽油を燃料とする乗用車）］［規制適合車普及割合（軽油を燃料とする乗用車）］［規制適合車普及割合（軽油を燃料とする乗用車）］［規制適合車普及割合（軽油を燃料とする乗用車）］

61・62年規制
44.2%

元年規制
5.3%

4年規制
15.7%

6年規制
29.6%

57年規制
4.1%

54年規制
0.2%

9年規制
0.2%

10年規制
0.6%

54年規制前
0.1%

総台数 4808千台・平成 11年 3月現在（運輸省）

元年規制前
53.9%

4・6規制
45.3%

9・10年規制
0.8%

2592千台

38千台

2178千台

［規制適合者普及割合（軽油を燃料とする貨物車）］［規制適合者普及割合（軽油を燃料とする貨物車）］［規制適合者普及割合（軽油を燃料とする貨物車）］［規制適合者普及割合（軽油を燃料とする貨物車）］

58年規制
11.9%

63年規制
11.6%

元年規制
33.2%

6年規制
20.1%

9年規制
1.6%

10年規制
0.2%

54年規制前
1.6%

54年規制
2.6%

57年規制
7.8%

5年規制
8.7%

2年規制
0.7%

総台数 6325千台・平成 11年 3月現在（運輸省）

4345千台

1271千台

595千台

114千台


